　別表（第3条関係）
　　　大町町社会教育研究会事業費補助金の補助対象経費及び補助金額
	事業の種類
	補助対象経費
	補助金額

	児童及び生徒の福祉を育成助長する事業
	体育祭、文化祭に要する経費
	[bookmark: _GoBack]　当該補助対象経費から当該補助対象経費に対する国県補助額、他団体補助額及びその他の収入を控除した額の合計額とし、限度額を100千円とする。

	生活環境を改善し、郊外生活指導に尽力する事業
	環境美化活動、校外補導に要する経費
	

	会員相互の融和提携と教養の向上を図る事業
	ファミリー学級、視察研修に要する経費
	



